
介護保険・介護予防

重 要 事 項 説 明 書

貴方に対する訪問看護サービス・介護予防訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生

省令 第 号 第 条に基づいて、当事業所が説明すべき重要事項は次のとおりです。

１ 事業者概要
事業者の 名称 株式会社 在宅看護センター愛
事業者の所在地 名古屋市北区辻本通１丁目２１番地
法人種別 株式会社
代表者名 吉川 比呂司
電話番号 ０５２－７７４－０５０３
設立年月 平成２年３月

２ ご利用の事業所
事業所の名称 訪問看護ステーション愛 
事業所の所在地 名古屋市名東区八前２丁目１８２０番
管理者の氏名 小林 恵子
電話番号 ０５２－７７４－０５０３
ファクシミリ番号 ０５２－７７４－０７８５
指定年月日 平成１２年１０月

３ 事業の目的と運営方針
事業の目的 在宅療養者に対する訪問看護の提供
運 営 方 針 ① 利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復をはかると

共に、生活の場の確保を重視した在宅療養が維持できるように、支援する。
② 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、訪問看護の提供

に努める。
③ 緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備し、利用者及び家族が安心して療養

できるように努める。

４ 職員の職歴、人数及び職務内容

従業者の種類 員 数 常 勤 非常勤 職務内容

管理者（看護師） １
所属職員を指導監督し、関係機関との連携を図り適切な
運営が行われるよう総括し、訪問看護にあたる。

看護師 ３ ２ １ 訪問看護計画書・報告書を作成し、訪問看護を担当。
事務員 １ 事務担当

５ 職員の勤務体制

管理者 営業時間を勤務時間とする

看護師
常勤者は営業時間を勤務時間とすると共に緊急時連絡を受け必要時訪問を行う（当番制）

非常勤者は営業時間内で必要な時間

事務員 営業時間内で必要な時間

６ 営業日及び営業時間

営 業 日 月曜日 ～ 金曜日 （土・日曜日・祝日・年末年始 ～ は休み）

営業時間 ９：００ ～ １７：００

必要に応じて時間外・休日も対応 緊急時は２４時間対応（但し契約者のみ）



７ 事業の実施区域
通常実施区域 名東区・千種区・昭和区・守山区・天白区
必要に応じて通常実施区域以外も対応（交通費加算あり）

８ 居宅介護サービス・介護予防サービスの内容

種類 内容 提供方法 利用料
自己負担額

１割 ２割 ３割

介護予防

訪問看護

分未満

看護師

による

訪問看護

円 円 円 円

分以上

分未満

円 円 円 円

分以上

分未満

円 円 円 円

分以上

分未満

円 円 円 円

特別管理加算  （Ⅰ）

        （Ⅱ）

円

円

円

円

円

円

円

円

緊急時訪問看護加算Ⅱ 円 円 円 円

退院時共同指導加算 円 円 円 円

初回加算Ⅰ 円 円 円 円

初回加算Ⅱ 円 円 円 円

サービス提供体制強化加算Ⅰ 円 円 円 円

種類 内容 提供方法 利用料
自己負担額

割 割 割

訪問看護

分未満

看護師

による

訪問看護

円
円 円

円

分以上

 分未満
円

円 円
円

分以上

 分未満
円

円 円
円

分以上

 分未満

円 円 円
円

特別管理加算  （Ⅰ）

        （Ⅱ） 
円

円

円

円

円

円
円

円

緊急時訪問看護加算Ⅱ
円

円 円
円

退院時共同指導加算
円

円 円
円

初回加算Ⅰ
円

円 円
円

初回加算Ⅱ
円

円 円 円



サービス提供体制強化加算Ⅰ 円 円 円 円

ターミナルケア加算 円 円 円
円

（介護保険・介護予防）

９ 支払い方法
郵便局又は銀行の自動引き落とし
口座のない方は現金支払いも可

 時間緊急時対応体制
連絡方法  （１）ステーションへの連絡  ０５２－７７４－０５０３（不在時自動転送）
      （２）携帯電話        ０９０－７６１８－４８６４

 苦情等申立窓口

ご利用者ご相談窓口
担当者   小 林 恵 子
電 話   ０５２－７７４－０５０３

国保健康保健団体連合会窓口 電 話   ０５２－９７１－４１６５

名古屋市健康福祉局

高齢福祉部 介護保険課 指導係
電 話   ０５２－９７２－３０８７

【説明確認欄】       令和   年   月   日
指定訪問看護サービスの提供開始にあたり、上記により重要事項を説明しました。
         事業所   所在地：名古屋市名東区八前２丁目１８２０番
               名 称：（株）在宅看護センター愛
                   訪問看護ステーション愛

               管理者：   小 林  恵 子       

               説明者：                  

訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービスの開始にあたり、上記の説明を受け、
内容を確認しました。

         利用者   住 所                   

               氏 名                   

         代理人又は立会人



               住 所                   

               氏 名                   

               利用者との続柄（              ）
（介護保険・介護予防）


